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お
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せ

　現在、児童手当（小学校修了前特
例給付）を受給されている方は、「現
況届」を福祉課に提出してください。
　「現況届」は引き続き手当を受給
できるかどうかを確認する大切な手
続きです。提出をしないと、受給資格
があっても、手当を受給できなくな
ることがあります。ご注意ください。

【届出期間】6月5日（火）～29日（金）
　　　　　 （土日を除く）

【必要書類】
・健康保険証の写しなど
（申請者が厚生年金加入者の場合）
・児童手当用所得証明書
（湯河原町に平成19年１月１日に
　住所がなかった場合）
・その他、必要に応じて、提出して
　いただく書類があります。

　町では、従来「障害」と表記して
いましたが、「害」の字は、否定的
で負のイメージが強く、障がいのあ
る方々やご家族のお気持ち、人権尊
重の観点からも好ましくないと考え、
公文書、広報、ホームページ等可能
なものから、法律名、団体名等固有
名称を除き、「害」の漢字をできる
だけ用いないで、ひらがなで表記す
ることにしました。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

【内容】「21世紀を生きるために

　－子どもたちに伝えたいこと－」

【講師】引地ユリさん

（子どもの心と性のアドバイザー）

【日時】6月21日（木）13：30～15：30

【会場】役場分庁舎６F　大会議室

【託児】先着10人（０才～就学前）

希望の方は６月11日（月）ま

でに社会教育課へ

　町立保育園の園庭を、毎月第３火

曜日に開放しています。

　園児と一緒に遊びましょう！！

【開放日時】６月19日（火）

　　　　　  10：00～11：00

【対象】乳児・幼児

【期　間】6月10日（日）まで

【会　場】星ケ山公園　さつきの郷

【内　容】地場産品コーナー

＜フォトコンテスト＞

【撮影期間】6月10日（日）まで

【応募締切】6月22日（金）

【応募先】湯河原温泉さつきまつり

  フォトコンテスト係（観光課内）

【賞　品】最優秀賞１本、優秀賞３  

  本、特別賞１本

＜記念イベント＞

【日　時】6月9日（土）10：00～

【ゲスト】五月みどりさん

【内　容】五月みどりさんサイン会・

  「さつきの郷で愛を誓う」宣言式

　万葉公園に無数のほたるが舞い踊

ります。暗闇の木々の中にほたるが

舞う、幻想の時をお楽しみください。

【期　間】6月1日（金）～17日（日）　

　　　     19：30～21：00

【会　場】万葉公園

　花菖蒲の鉢植えを多数展示します。

江戸系・伊勢系・肥後系など様々な

花菖蒲をご鑑賞ください。

【期　間】6月1日（金）～17日（日）　        

                 10：00～21：00

【会　場】観光会館多目的広場

　７月の集団受療を、左記のとおり

実施します。

【受療時間】9：30～13：00

【対　象】町内在住の65歳以上の方

【負担金】１回1,000円

【申込み】各地区老人クラブの代表

　　　　  者に連絡。

※なお、個別受療については、社会

福祉協議会にお問合せください。


